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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、グループの存在意義を全役職員が共有することを目指して、「東洋テックグループは、安心で快適な社会の実現に貢献しま
す。」という経営理念のもとで、企業価値の向上を目指しています。そのためには、株主を始め、お客様やお取引先、当社グループの役職員などの
会社関係者との良好な関係を構築し、維持していくことが重要であると考えています。

　また、企業価値向上を図るためには、経営の効率性を高めると同時に事業活動に係るリスクをコントロールすることが重要であります。これを実

現するためにはコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠と考えており、当社では社外役員を積極的に任用し、経営の監督機能と執行機能の間

の緊張感を高めることにより、経営の健全性、透明性、効率性をより一層向上させているところであります。

なお、平成28年10月より、リスクマネジメントシステムを導入し、「リスクマネジメント規程」の定めにより、当社の業務を行ううえで顕在化または潜在
化しているリスクを、軽重をつけ「最重要リスク」、「重要リスク」、「一般リスク」に分けて、そのリスクが発生した際の経営への影響度合いごとに管
理しています。また、その経営のどういったところに影響を与えるのかについても区分しており、株価や会社の存続に影響を与えるリスクを「事業継
続リスク」、事業資産を毀損する恐れのあるリスクを「資産保全リスク」、円滑な業務運営と、収益確保に影響を与えるリスクを「業務運営リスク」とし
て管理しています。リスクマネジメント全般に亘る方針については、代表取締役社長を委員長としたリスクマネジメント委員会を開催し、リスクの発
生状況や対応状況を確認して決定しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4　議決権行使プラットフォームの利用・招集通知の英訳】

　当社は、議決権行使プラットフォームについて、現状の株主数のうち、機関投資家や外国人株主の比率が僅少であり、事務や費用対効果等を勘
案し採用しておりません。

　また、英訳版招集通知につきましても、外国人株主の実数、持株比率等も同様に僅少であることから、採用する予定は当面ありません。

　本件の導入につきましては、今後の機関投資家、外国人株主等の比率、費用対効果等を勘案のうえ判断してまいります。

【補充原則3-1-2　英語での情報開示・提供】

　当社は、外国人株主を含む海外投資家の持株比率が僅少であるため、現状、英語での情報の開示、提供は行っておりません。

　英語での情報の開示等の要否につきましては、今後の株主構成等を踏まえ検討してまいります。

【補充原則4-2-1　経営陣の報酬】

　当社は、経営陣の報酬について、毎年定時株主総会終了後の取締役会において、会社の業績や経営内容、経済情勢等を勘案し、取締役会に
おいて個々の取締役の報酬を決定しております。

　経営陣の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合や現
金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべき、方向性を示すべきとの点については定めておりません。

　本件については、今後の検討課題と考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　いわゆる政策保有株式】

　当社は、相手先企業との関係強化や取引拡大を図るうえで、保有目的があると判断した取引先の株式については保有いたします。取引先との
関係強化や取引拡大によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その投資可否を判断しております。

　政策保有株式の議決権行使については、議案内容を個別に精査したうえで、株主価値の向上に資するものか否かを判断したうえで、適切に議
決権を行使します。当該議案が株主利益を著しく損ねる内容である場合には、肯定的な判断を行いません。なお、主要な政策保有株式について、
その保有の狙いや合理性につき、原則、年１回以上、取締役会において具体的な説明を行ってまいります。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

　当社は、株主の利益を保護するため、取締役、監査役などの当社関係者がその立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を行ってはな
らない旨を「役員規程（禁止事項）」に定めています。なお、取締役が行う競業取引及び利益相反取引については、取締役会での審議、決議が必
要であり、その取引の状況については取締役会に報告することとしております。

　また、主要株主等との取引に当たっては、通常の取引と比較して、取引の一方の当事者が利益を害することがないように取引条件を定めること
としており、取締役会は必要に応じて、関連当事者間の取引内容をチェックする仕組みとしております。

　さらに、当社及び子会社を含む全ての取締役、監査役に対して、年度末を基準日として関連当事者取引の有無について確認調査票に基づき調
査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。

【原則3-1　情報開示の充実】

(1)　当社は、経営理念、経営戦略、経営計画等については、現状開示を行っておりません。

　当社は、平成28年1月に設立50周年を迎えたことを機に経営理念を更新しました。また、企業戦略、中期経営計画につきましては見直しを行った
うえで、当社のｗｅｂサイト等に掲載し、情報開示を行っています。

(2)　コーポレートガバナンスの状況については、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書に記載しております。

(3)　取締役、監査役の報酬等の決定に係る方針や手続等については、株主総会の決議による取締役、監査役それぞれの報酬総額の範囲内で、
会社の業績、経済情勢等を勘案し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役会での監査役の協議により



決定しております。

(4)　社外役員を除く経営陣幹部の選任並びに取締役、監査役候補の指名に当たっては、代表取締役が必要に応じて取締役や監査役の意見を参
考としたうえで、当社の事業環境、事業内容、経営方針等を理解し、当社の企業価値向上に資する経験、能力を有する方を候補者として、総合的
に判断して指名の手続きを行っております。

　社外役員の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件を採用し、当社と特別の利害関係がないこと、株主との利益相反が生じ
る恐れのないこと等で独立性を有しているものと考えております。なお、社外役員の選任理由等については、株主総会招集通知及び有価証券報
告書に記載し、開示しております。

(5)　取締役、監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名の理由については、株主総会招集通知に掲載し、これを開示しております。

【補充原則4-1-1　経営陣に対する委任の範囲】

　当社は、取締役会規程に基づき、取締役会決議事項の範囲を定めております。また、権限規程に従い、代表取締役、取締役本部長等の意思決
定者に対して、決裁、承認等に関する権限事項を明確に定めております。

【原則4-8　独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、社外取締役が取締役12名中６名（５割）を占めており、全員が独立社外取締役であります。また、監査役４名中３名（約７割強）が社外監
査役であります。

　社外役員は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与すべく各人がその役割、責務を認識しております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、金融商品取引所が定める基準を基に、独立社外取締役候補者を選定し、取締役会での承認を経て、独立社外取締役６名を東京証券
取引所に届出ております。

【補充原則4-11-1　取締役会の構成】

　当社の取締役会は、社外取締役６名と社外監査役３名を含め、計16名で構成されており、その構成メンバーは他社における役員経験者を多数
含んでおります。従って、経営に関する知識・経験・能力は十分であり、多様性も十分であります。

　取締役の選任に関する方針・手続きは定時株主総会に付議し、選任していただく方法を踏襲してまいります。

【補充原則4-11-2　社外役員の兼任状況】

　当社は、社外役員を除く取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼務する場合には、取締役会の決議を経ることとしており、現在、兼務して
いる役員はおりません。

　また、役員全員の重要な兼職状況及び社外取締役・社外監査役の取締役会への出席状況については事業報告書等に開示しております。

【補充原則4-11-3　取締役会の評価】

　当社は、取締役会において、各取締役の自己評価等は行っておりませんが、取締役会は、社外取締役６名と社外監査役３名を含め、計16名で
構成されており、これら各役員役員の経験、見識、力量等を客観的に判断したうえで、取締役会全体の実効性は充分発揮されていると評価してお
ります。

【補充原則4-14-2　トレーニングの方針】

　当社は、取締役、監査役に対するトレーニングについては、各人の経験、見識、力量等に応じて、自己研鑽を主体に各人に委ねております。

　ただし、将来的な役員候補者を育成すべく、幹部職員に対する教育、研修の必要性を認識し、幹部職員の育成、指導をさらに強化していく方針
です。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主からの対話、面談の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、個別の取材要請等があ
れば積極的にこれに応じております。

　また、年２回の決算説明会を開催し、代表取締役自らの言葉で株主、ステークホルダーに当社の現況や中長期的な経営戦略、経営計画等を説
明しております。

　なお、現状より一層の株主との建設的な対話を促進するための体制整備、取り組みについては、今後検討してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

セコム株式会社 2,914,100 25.47

関西電力株式会社 1,535,900 13.43

株式会社近畿大阪銀行 400,090 3.50

株式会社りそな銀行 400,000 3.50

富士通株式会社 377,520 3.30

富士火災海上保険株式会社 335,210 2.93

東洋テック従業員持株会 245,061 2.14

セントラル警備保障株式会社 241,700 2.11

株式会社ディー・ケイ 230,000 2.01

株式会社ユニテックス 206,900 1.80

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 なし

補足説明

当社は、自己株式810,389株（割合7.08％）を所有しておりますが、上記表には記載しておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

浅中靖作 他の会社の出身者 ○

森本　孝 他の会社の出身者 ○

福満純幸 他の会社の出身者 ○

宮永　亮 他の会社の出身者 ○

池田博之 他の会社の出身者 ○

尾関一郎 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



浅中靖作 ○

　浅中靖作氏は、セコム株式会社の業務
執行者である兵庫本部長であります。

　同社は、当社の主要株主であり、当社は
同社との間で取引関係があります。取引
内容は、当社で対応できない地域の業務
を同社に一部委託しておりますが、その取
引額は僅少であります。

　同氏については、警備業界のリーディングカ
ンパニーであるセコム株式会社の事業部門の
長としての警備業界での幅広い知識、経験等
をもとに、取締役会の意思決定プロセスの適法
性を確保するための有効な助言をしていただく
とともに、経営に対する適切な監視を行ってい
ただくことを期待して社外取締役に選任してお
ります。なお、同氏を含めた複数の社外取締
役、社外監査役が取締役会に加わることによ
り、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役
会の活性化につながっております。また、同氏
については、一般株主との利益相反が生じる
恐れがないことから独立役員に指定しておりま
す。

森本　孝 ○

　森本　孝氏は、関西電力株式会社の代
表取締役副社長執行役員であります。

　同社は、当社の主要株主であり、当社は
同社との間で取引関係がありますが、そ
の取引額は僅少であります。

　同氏については、地元関西の有力企業であ
る関西電力株式会社の代表取締役副社長執
行役員として経営に関する専門的な知識、経
験等を当社の経営に活かしていただくととも
に、取締役会の意思決定プロセスの適法性を
確保するための有効な助言をしていただくとと
もに、経営に対する適切な監視を行っていただ
くことを期待して社外取締役に選任しておりま
す。なお、同氏を含めた複数の社外取締役、社
外監査役が取締役会に加わることにより、取締
役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性
化につながっております。また、同氏について
は、一般株主との利益相反が生じる恐れがな
いことから独立役員に指定しております。

福満純幸 ○

　福満純幸氏は、セコム株式会社の業務
執行者である執行役員であります。

　同社は、当社の主要株主であり、当社は
同社との間で取引関係があります。取引
内容は、当社で対応できない地域の業務
を同社に一部委託しておりますが、その取
引額は僅少であります。

　同氏については、警備業界のリーディングカ
ンパニーであるセコム株式会社の執行役員とし
て経営や警備業界における専門的な知識、経
験等を当社の経営に活かしていただくともに、
取締役会の意思決定プロセスの適法性を確保
するための有効な助言をしていただくとともに、
経営に対する適切な監視を行っていただくこと
を期待して社外取締役に選任しております。な
お、同氏を含めた複数の社外取締役、社外監
査役が取締役会に加わることにより、取締役会
に適度の緊張感を与え、取締役会の活性化に
つながっております。また、同氏については、一
般株主との利益相反が生じる恐れがないこと
から独立役員に指定しております。

宮永　亮 ○

　宮永　亮氏は、関西電力株式会社の経
営企画室長であります。

　同社は、当社の主要株主であり、当社は
同社との間で取引関係がありますが、そ
の取引額は僅少であります。

同氏については、地元関西の有力企業である
関西電力株式会社の経営企画室長としてグ
ループ経営部門での経営に関する専門的な知
識、経験等を当社の経営に活かしていただくと
ともに、取締役会の意思決定プロセスの適法
性を確保するための有効な助言をしていただく
とともに、経営に対する適切な監視を行ってい
ただくことを期待して社外取締役に選任してお
ります。なお、同氏を含めた複数の社外取締
役、社外監査役が取締役会に加わることによ
り、取締役会に適度の緊張感を与え、取締役
会の活性化につながっております。また、同氏
については、一般株主との利益相反が生じる
恐れがないことから独立役員に指定しておりま
す。

池田博之 ○

　池田博之氏は、株式会社りそな銀行の
取締役副会長であります。

　同社は、当社のメイン銀行であります。
また当社は同社との間で取引関係があり
ます。

　借入金額については僅少であります。ま
た取引内容は、同社の輸送警備、施設警
備等において取引がありますが、その取
引額は僅少であります。

　同氏については、大手金融機関であります㈱
りそな銀行の取締役副会長としての経営に関
する専門的な知識、経験等を当社の経営に活
かしていただくとともに、取締役会の意思決定
プロセスの適法性を確保するための有効な助
言をしていただくとともに、経営に対する適切な
監視を行っていただくことを期待して社外取締
役に選任しております。なお、同氏を含めた複
数の社外取締役、社外監査役が取締役会に加
わることにより、取締役会に適度の緊張感を与
え、取締役会の活性化につながっております。
また、同氏については、一般株主との利益相反
が生じる恐れがないことから独立役員に指定し
ております。



尾関一郎 ○

　尾関一郎氏は、セコム株式会社の常務
取締役であります。

　同社は、当社の主要株主であり、当社は
同社との間で取引関係があります。取引
内容は、当社で対応できない地域の業務
を同社に一部委託しておりますが、その取
引額は僅少であります。

同氏については、警備業界のリーディングカン
パニーであるセコム株式会社の常務取締役と
して経営や警備業界における専門的な知識、
経験等を当社の経営に活かしていただくとも
に、取締役会の意思決定プロセスの適法性を
確保するための有効な助言をしていただくとと
もに、経営に対する適切な監視を行っていただ
くことを期待して社外取締役に選任しておりま
す。なお、同氏を含めた複数の社外取締役、社
外監査役が取締役会に加わることにより、取締
役会に適度の緊張感を与え、取締役会の活性
化につながっております。また、同氏について
は、一般株主との利益相反が生じる恐れがな
いことから独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と会計監査人とは、監査計画や法定の監査結果の報告などに関し、年間数回程度意見交換を行う場を持っております。その他、会計監

査人が行う営業店等への監査については、常勤の監査役が立ち会うなど監査役と会計監査人との連携は機能しております。

　当社は、執行部門から独立した内部監査部門である監査部を設けております。

　内部監査部門である監査部は、本社、営業店及び子会社の業務監査を行うほか、受託管理業務については、ＣＤ資金の取扱委託業務に係る外
部委託先企業のＣＤ資金取扱に係る業務監査も実施しております。

　監査役と内部監査部門である監査部との連携状況につきましては、監査部が監査実施の内容や結果について代表取締役社長に報告を行うほ

か、監査役に対しても監査結果報告書の回付を行っております。また、監査役立会いのもとでの業務監査の実施や監査役から監査部に監査の

実施内容について確認できる体制が確保されているなど、監査役と内部監査部門との連携は機能しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

藤田正博 他の会社の出身者 △

尼木　始 他の会社の出身者 △

原田昌也 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）



k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

藤田正博 ○
藤田正博氏は、当社の主要な取引先であ
る株式会社りそな銀行の元業務執行者で
ありました。

　同氏については、当社が警備業務を受託して
いる株式会社りそな銀行の元業務執行者であ
りましたが、当該金融機関を転出してから14年
が経過しており、転出後、同行関連金融機関、
関連会社に勤務しておりましたが、当該企業と
当社との間で取引関係はなく、一般株主との利
益相反が生じる恐れがないことから独立役員
に指定しております。

尼木　始 ○
尼木　始氏は、当社の主要な取引先であ
る株式会社三井住友銀行の元業務執行
者でありました。

　尼木　始氏を社外監査役として選任している

理由は、金融機関を退職後、一般企業事業法

人等での経営者として豊富な経験があり、客観
的な視点で意見を述べることができ、独立の立
場で適正な監査が実施できるため選任しており
ます。

　なお、同氏は、当社の警備業務の主要受託

先である金融機関に勤務する業務執行者であ

りましたが、当社の社外監査役に就任した時点
（平成24年６月）では、当該金融機関を転出し
てから11年が経過しており、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないものと認識しておりま

す。

　同氏は、当該金融機関から転出後、当社とは
無関係な一般事業会社の役員などを歴任し、
前職は一般事業会社の監査役を務め、当該事
業会社を平成23年６月に退任していることか
ら、当社は一般株主と利益相反が生じる恐れ
のない独立役員として指定しております。

原田昌也 　

原田昌也氏は、株式会社関電セキュリ

ティ・オブ・ソサイエティの代表取締役社

長であります。

　当社は、同社から顧客先への警備対応

の業務委託を受けております。なお、当社

は同社に76百万円（出資比率19.0％）の

出資を行っております。

　原田昌也氏を社外監査役として選任している

理由は、同氏の事業会社等での経営者として

の豊富な経験や幅広い知見をベースに客観的

な視点並びに中立的な立場で意見を述べるこ

とができ、独立の立場で適正な監査が実施で

きるため選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 8 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

　取締役に対するストックオプションや業績連動型報酬制度は採用しておりません。現状、役員賞与等により当該営業年度における業績に対する

成果配分を行うこととしております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　前事業年度における取締役に対する役員報酬等は次のとおりです。

　定款または株主総会決議に基づく報酬

　支給人員　９名、支給額162百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という。）を補佐する専従の担当セクションや担当者は配置しておりません。

　社外役員に対する情報伝達の仕組みは、通常書面、電話及びＥメールにより行っております。その頻度は、月間1回程度であります。

　取締役会の開催に際して行う社外役員への事前説明は、付議議案の案内が主で、事前の内容説明は行っておりませんが、重要な案件等につ

きましては代表取締役若しくは担当役員が、社外監査役については常勤監査役が事前にＥメール、電話等により説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　　〔業務執行、監査・監督の方法についての概要〕

　意思決定・監督機関である取締役会は、取締役役12名（うち社外取締役６名）、監査役４名（うち社外監査役３名）で構成されており、経営方針や

法令で定められた事項の他、経営に関する重要事項について討議、審議、決議を行っております。

　経営会議は、原則毎月２回開催し、経営に係る重要事項について、取締役、常勤監査役および執行役員と必要に応じて担当部門責任者を加え

て討議、審議を行っております。

　〔内部監査及び監査役監査の状況〕

　監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役３名で構成されており、積極的な意見交換と協議を行っております。また、常勤監査役は、随時業

務執行に係る稟議書等を閲覧し、必要に応じて各営業店等への往査を行っております。また、会計監査人とも意見交換を行うなど監査の充実を

図っております。

　内部監査は、執行部門から独立した内部監査部門である監査部が社内の全部門および子会社を対象に総合的な業務監査を実施し、その結果

を毎月経営会議に報告し、本社の関係部に指導の徹底を求めております。特に、受託管理業務につきましては、ＣＤ／ＡＴＭ機内現金監査、鍵の

管理状況等を厳格に監査し、適正な業務運営を指導しております。また、同業務の外部委託先につきましても同様に定期的な監査を行っておりま

す。

　〔会計監査の状況〕

　当社の会計監査人については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。

　会計監査の体制は、以下のとおりです。

　・業務を執行した公認会計士の氏名

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　吉村祥二郎

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　石原伸一

　・監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士　　　　　　　　９名

　　　会計士試験合格者等　　６名

　　　その他　　　　　　　　　 　 ２名

　・監査証明業務 に基づく報酬33百万円

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　〔現状のガバナンス体制を採用している理由〕

　当社は、監査役会設置会社制度を採用しております。

　当社の取締役会は、取締役12名で構成され、うち、６名が社外取締役であります。

　取締役会の監督強化に関しては、社外取締役が６名で取締役総数の２分の１を占めており、経営者による説明責任の確保や経営方針等

の方向性が的確に社外取締役の存在により担保されていると考えております。

　また、社外取締役には第三者の目線で取締役会の監督強化が図られており、有効性があるものと判断しております。

　なお、社外取締役５名全員については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。

　監査役会は４名で構成され、うち３名が社外監査役であります。各監査役はそれぞれが独立の立場で監査の実効性を図っております。

　当社は、社外監査役２名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから独立役員に指定しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　当社は、株主が適切に議決権を行使できるよう、株主総会招集通知等を株主総会開催
日の凡そ３週間前を目安に送付し、総会付議議案について十分な検討時間を確保できる
よう努めています。併せて、当該招集通知等を同時期に自社のホームページに掲載して
おります。

集中日を回避した株主総会の設定

　当社は、株主総会は、株主との対話の場であるとの観点から、より多くの株主が株主総
会に出席できるよう開催日程等については配慮を行うべきであると考えており、例年早期
開催に努めております。

　平成29年３月期に係る定時株主総会につきましては、平成29年６月21日に開催いたしま
した。

電磁的方法による議決権の行使 　当社は、電磁的方法による議決権の行使については採用しておりません。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　当社は、議決権電子行使プラットフォームについて、現状の株主数のうち、機関投資家
や外国人株主の比率が僅少であり、事務や費用対効果を勘案し採用しておりません。

招集通知（要約）の英文での提供
　当社は、英文での招集通知につきましては、外国人株主の実数、持株比率等も僅少で
あることから、採用する予定は当面ありません。今後の機関投資家や外国人株主等の比
率、費用対効果等を勘案のうえ、判断してまいります。

その他
　当社は、株主総会での事業報告等をよりご理解いただけるようグラフや写真、イラスト等
によるビジュアル化に加え、女性ナレーターによる分かり易い説明に心掛けております。

　

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

　個人投資家を対象とした定期的な説明会は実施していませんが、期末及び
第２四半期の決算発表後を中心に会社説明を実施しており、個人投資家の出
席も可能としております。

　また、本会社説明会で使用した説明会資料、説明要旨等は、当社のホーム
ページに掲載しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　半期に1回、証券アナリスト、機関投資家、金融機関、証券会社担当者及び

一般投資家を対象に定期的に期末及び第２四半期の決算概要や次期の業

績予想、経営課題、方針等について会社説明会を開催しております。

　また、アナリスト、機関投資家等からの依頼があれば、個別にスモールミーテ

ィングや取材対応を適宜行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

　自社のホームページにＩＲコーナーを設け、会社説明会の資料や説明要旨の
ほか、開示資料や決算短信、株主通信、有価証券報告書、四半期報告書等を
適宜掲載しております。また、ＩＲカレンダーを設け、会社説明会等の日程を随
時お知らせしております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　ＩＲ担当部署名　管理本部経営統括部　連絡先　電話06-6563-2102

その他 　ＩＲ担当役員　　代表取締役専務執行役員　仁田吉彦

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　〔内部統制システムの基本方針〕

　業務の適正性を確保するための体制

　当社の業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容は、次のとおりであります。

（１）当社および当社グループの取締役等および使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社グループは、「コンプライアンス・マニュアル」をはじめとするコンプライアンス体制に係る各種規定を役職員が法令・定款及び社会規範を遵

守した行動をとるための行動規範と位置付けています。

　また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を総括責任者として、コンプライアンス体制に係る取組みについ

て全社横断的に統括し、役職員に対し教育、指導を行っております。

　なお、執行部門から独立した内部監査部門である監査部は、当社グループ内におけるコンプライアンスの取組み状況について監査を行います。

この監査結果は、定期的に経営会議に報告されるものとし、重大な違反行為については、取締役会及び監査役会に報告いたします。

　また、経営統括部コンプライアンス室は、コンプライアンス委員会の事務局として、当社グループ内の各種コンプライアンス体制の指導、教育を

行います。

　法令上疑義のある行為等については従業員が直接情報提供を行う手段として既に「愛と正義の目安箱」を各箇所に設置し、情報提供の運用を

容易に行えるようにしています。また、社外の弁護士への書面による通報制度（以下、「コンプライアンス・ホットライン」という。）を設けています。こ

の場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に不利益がないことを確保しています。

　なお、重要な通報等については、その内容と会社の対処状況・結果について、適切に役員・使用人に開示し、周知徹底を図ることとにしていま

す。

（２）当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他重要な情報を、社内規程に基づき、それぞれの担当職

務に従い適切に保存し、且つ管理を行っております。

　　　　イ．株主総会議事録とその関連資料

　　　　ロ．取締役会議事録とその関連資料

　　　　ハ．経営会議議事録とその関連資料

　　　　ニ．取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過及び記録または指示事項とその関連資料

　　　　ホ．取締役を決定者とする稟議書等決定書類及び付属書類

　　　　ヘ．その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、「危機管理規程」の定めにより代表取締役社長を危機管理統括管理者とし、当社が事業活動を行う中で不測の事態に直面した場合、

被害の拡大を防止すると共に経営危機を回避するために行動しなければならない基本的な枠組みを定めています。

　代表取締役社長は、各本部長をリスク管理に係る危機管理責任者に任命し、危機管理責任者は緊急事態に際し適切な対応行動を指揮し、ま

た、関係職員を対象として教育、訓練を行い危機管理意識の高揚、維持を図ります。

　コンプライアンス、災害、警備品質、情報セキュリティに係る各種リスクについては、それぞれ担当部門長である危機管理監督者が、規則、ガイ

ドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、当社の危機管理統括
責任者の下で行います。

　また大規模震災発生時、感染症発生時には、ＢＣＰ（大規模震災発生編）、ＢＣＰ（感染症編）を基に、迅速かつ的確な対応を行える体制を構築し
ています。

　なお、平成28年10月より、リスクマネジメントシステムを導入し、「リスクマネジメント規程」の定めにより、当社の業務を行ううえで顕在化または潜
在化しているリスクを、軽重をつけ「最重要リスク」、「重要リスク」、「一般リスク」に分けて、そのリスクが発生した際の経営への影響度合いごとに
管理しています。また、その経営のどういったところに影響を与えるのかについても区分しており、株価や会社の存続に影響を与えるリスクを「事業
継続リスク」、事業資産を毀損する恐れのあるリスクを「資産保全リスク」、円滑な業務運営と、収益確保に影響を与えるリスクを「業務運営リスク」
として管理しています。リスクマネジメント全般に亘る方針については、代表取締役社長を委員長としたリスクマネジメント委員会を開催し、リスクの
発生状況や対応状況を確認して決定しています。

（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

　取締役会は、全社的な経営目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の意思決定ルールに基づく

効率的な達成のための方法を定めます。

　取締役会は、各業務担当取締役に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促すこととし、全社的な業務の効率化を実

現するシステムを構築します。

　なお、意思決定と経営効率を向上させるため、取締役、執行役員が出席する経営会議を原則毎月２回開催し、業務執行に関する基本的事項及

び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。

　業務運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度の運営方針、施策、予算を策定し、全社的な目標を設定します。

各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行します。

（５）当社および当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、「関係会社管理規程」に基づき、取締役管理本部長が関係会社の法令遵守体制、リスク管理体制等関係会社の業務の適正を確保する
ための体制を統括します。

　また、関係会社については監査部による業務監査を実施すると共に、関係会社の所管業務の運営体制については、管理本部経営統括部が各

社の自主性を尊重しながら、経営計画に基づいた施策や効率的な業務運営体制についてサポートを行います。

　関係会社の業務執行等の状況については、各社の取締役会へ定期的に報告するのに加え、当社代表取締役、各本部長、常勤監査役と関係会
社取締役、執行役員および所管部署である管理本部経営統括部との間で毎月関係会社会議を開催し、関係会社の問題点の把握と改善に努め、
必要に応じて取締役会、監査役会に報告を行っております。

（６）当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する体制

　当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の意見を尊重したうえで、必要に応じて監査部所属の職員１名



以上の使用人を配置します。

　この場合、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとします。なお、当該期間中、指

名された使用人は取締役の指揮命令は受けないものとします。

（７）当社の取締役および使用人等が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

　当社の取締役および使用人並びに関係会社の取締役、監査役および使用人は、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を
及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況およびその内容を遅滞なく当社の監査役に報告するものとしま
す。

　また、当社は、監査役会への報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを行うことを禁じます。

　報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する方法によります。

　監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席するとともに、稟議書

類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができます。

（８）当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、監査業務の実効性を高めるため、監査役の半数以上は社外監査役とし、対外透明性を確保しています。

　監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役会の監査が実効的に行われる体制を整備しています。

　また、「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査部及び会計監
査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとします。

　また、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用また
は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。また、監査役が、その職
務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ
た場合を除き、その費用を負担します。

（９）当社の財務報告の適正性を確保するための体制

　当社は、当社グループの財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る必要且つ適切な内部統制体制を整備、運用するとともに、
その体制および運用状況を継続的に評価し、必要があれば速やかに是正措置を行うものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社および当社グループは、暴力団等反社会的団体に対しては、毅然とした態度で臨むこととしており、不当要求等は一切受け付けず、警察当
局や顧問弁護士等と連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議の上対応してまいります。

　反社会的勢力排除に向けた整備状況については、対応部署を設置し、警察当局および関係機関との連絡を密にし、指導、助言を受けるほか、
事案発生時には、関係機関、顧問弁護士等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築しております。

　また、「不当要求行為対応マニュアル」を策定し、社内への徹底を図っております。

　なお、当社は大阪府暴力追放推進センターの賛助会員として、当センターが掲げる「暴力団追放３ない運動プラス１（暴力団を恐れない、暴力団
を利用しない、暴力団に金を出さない＋暴力団と交際しない）」を実践してまいります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、次のとおりです。

１．当社は、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本に、社内規程として「内部者取引防止規程」を定めるとともに、管理本部長を情

報取扱責任者として、株式会社東京証券取引所に届出ております。

２．インサイダー取引を未然に防止するため、当社グループ各部門の責任者を情報管理者とし、重要事実に該当する可能性がある事実の把握、

その他の役職員によるインサイダー取引を防止するための必要な業務を行います。また、各情報管理者は、担当部門で未公表の重要事実に該

当し、または該当する可能性がある事実が発生した場合、若しくは知ったときは、直ちに情報取扱責任者及び情報開示担当部署（経営統括部）に

報告することとしております。

３．当社の重要事実の公表は、関係法令等の趣旨に従い、適時適切に公開します。なお、重要事実の公表は、経営会議の審議および取締役会で
の決議若しくは代表取締役の決裁により、情報取扱責任者である管理本部長の指示のもと経営統括部が重要事実の公表を行います。

※適時開示の体制については、巻末の「添付資料」をご覧ください。




